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(57)【要約】
【課題】ペリクルからの酸及びアンモニウムイオンの放出が少なく、かつ、ペリクル検出
センサーによる検出性に優れるペリクルを提供すること。
【解決手段】アルマイト層を表面に有するアルミニウム製ペリクルフレーム、及び、前記
ペリクルフレームに張設したペリクル膜を有し、前記アルマイト層の厚さが、４～８μｍ
であることを特徴とするペリクル。前記アルマイト層は、黒色染料を含むアルマイト層で
あることが好ましい。また、本発明のペリクルは、リソグラフィー用ペリクルであること
が好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルマイト層を表面に有するアルミニウム製ペリクルフレーム、及び、
　前記ペリクルフレームに張設したペリクル膜を有し、
　前記アルマイト層の厚さが、４～８μｍであることを特徴とする
　ペリクル。
【請求項２】
　前記アルマイト層が、黒色染料を含むアルマイト層である請求項１に記載のペリクル。
【請求項３】
　２００ｎｍ以下の紫外光露光を使用したリソグラフィー用である請求項１又は２に記載
のペリクル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ペリクルに関するものである。より詳細には、ＬＳＩ、超ＬＳＩなどの半導
体装置を製造する際のゴミよけとして好適に使用されるリソグラフィー用ペリクル、特に
好適には、高解像度を必要とする２００ｎｍ以下の紫外光露光に使用されるリソグラフィ
ー用ペリクルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＳＩ、超ＬＳＩなどの半導体デバイス又は液晶表示板などの製造においては、
半導体ウエハ又は液晶用原板に光を照射してパターニングするが、この場合に用いる露光
原版にゴミが付着していると、このゴミが光を吸収したり、光を反射してしまうため、転
写したパターニングが変形したり、エッジががさついたりしてしまい、寸法、品質、外観
などがそこなわれ、半導体装置や液晶表示板などの性能や製造歩留まりの低下を来すとい
う問題があった。
　このため、これらの作業は通常クリーンルームで行われるが、このクリーンルーム内で
も露光原版を常に正常に保つことが難しいので、露光原版の表面にゴミよけのための露光
用の光を良く通過させるペリクルを貼着する方法が行われている。
　この場合、ゴミは露光原版の表面には直接付着せず、ペリクル膜上に付着するため、リ
ソグラフィー時に焦点を露光原版のパターン上に合わせておけば、ペリクル上のゴミは転
写に無関係となる利点がある。
【０００３】
　このペリクルは光を良く通過させるニトロセルロース、酢酸セルロースなどからなる透
明なペリクル膜を、アルミニウム、ステンレス、ポリエチレン等からなるペリクルフレー
ム（「ペリクル枠」ともいう。）の上部にペリクル膜の良溶媒を塗布し、風乾して接着す
る（特許文献１参照）か、アクリル樹脂やエポキシ樹脂などの接着剤で接着し（特許文献
２～４参照）、ペリクル枠の下部にはポリブテン樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、アクリル樹
脂、シリコーン樹脂等からなる粘着層及び粘着層を保護する離型層（セパレータ）を接着
して構成されている。
　近年、リソグラフィーの解像度は次第に高くなってきており、その解像度を実現するた
めに徐々に波長の短い光が光源として用いられるようになってきている。具体的には紫外
光（ｇ線（４３６ｎｍ）、ｉ線（３６５ｎｍ）、ＫｒＦエキシマレーザー（２４８ｎｍ）
）と移行しており、近年ではＡｒＦエキシマレーザー（１９３ｎｍ）が使用され始めた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５８－２１９０２３号公報
【特許文献２】米国特許第４８６１４０２号明細書
【特許文献３】特公昭６３－２７７０７号公報
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【特許文献４】特開平７－１６８３４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、ペリクルからの酸及びアンモニウムイオンの放出が
少なく、かつ、ペリクル検出センサーによる検出性に優れるペリクルを提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題は、以下の＜１＞に記載の手段により解決された。本発明の好ましい実施態
様である＜２＞及び＜３＞とともに以下に列記する。
　＜１＞アルマイト層を表面に有するアルミニウム製ペリクルフレーム、及び、前記ペリ
クルフレームに張設したペリクル膜を有し、前記アルマイト層の厚さが、４～８μｍであ
ることを特徴とするペリクル、
　＜２＞前記アルマイト層が、黒色染料を含むアルマイト層である上記＜１＞に記載のペ
リクル、
　＜３＞２００ｎｍ以下の紫外光露光を使用したリソグラフィー用である上記＜１＞又は
＜２＞に記載のペリクル。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ペリクルからの酸及びアンモニウムイオンの放出が少なく、かつ、ペ
リクル検出センサーによる検出性に優れるペリクルを提供することができた。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明のペリクルは、アルマイト層を表面に有するアルミニウム製ペリクルフレーム、
及び、前記ペリクルフレームに張設したペリクル膜を有し、前記アルマイト層の厚さが、
４～８μｍであることを特徴とする。
　前記アルマイト層は、黒色染料を含むアルマイト層であることが好ましい。
　また、本発明のペリクルは、リソグラフィー用ペリクルとして好適に使用することがで
きる。
　以下、本発明について詳細に説明する。
【０００９】
　リソグラフィー等に使用されるフォトマスク（以下、単に「マスク」ともいう。）を長
期間使用すると、マスク表面に異物が析出することがある。これは空気中のガス成分が反
応しマスク表面で固体になり、それがプリントされる成長性異物（ヘイズ）に成長するこ
とによる。また、マスク表面の残留イオン又は残留有機成分が反応し、異物に成長する場
合もある。特にＫｒＦ、ＡｒＦといった短波長の光を使用する露光の場合、短波長の光を
吸収する物質が多いため、露光中にこれらの物質が光を吸収し活性化状態になり、異物の
生成が加速されることがある。このため、半導体露光工程を行う環境では、空気中のイオ
ン濃度の制御、又は、有機成分濃度の制御により、成長性異物の発生を抑制することがな
されている。
　また、特にＡｒＦを使用する露光では、硫酸アンモニウムが成長性異物として生成する
ことが多い。一方、マスク製造工程においては、一般的にマスクの洗浄工程で硫酸やアン
モニアが使用されてきているが、これらの薬剤がマスク表面に残留した場合、その後の露
光工程で、それらの残留物を元にして成長性異物が発生することがある。このため、マス
ク洗浄工程では、硫酸又はアンモニアの使用を制限する動きがあり、替わりにオゾン水に
よる洗浄等が使用され始めている。
【００１０】
　一方で、ペリクルをみた場合に、一般的にペリクルフレームは、アルミニウム合金が使
用されている。そしてそのアルミニウムフレームの表面は、一般的に黒色アルマイト処理
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がなされている。しかし、アルマイト処理では一般的に硫酸が使用されるため、ペリクル
フレームからは硫酸が検出される。また、アルマイト処理で硫酸以外の酸を使用した場合
でも、その代替の酸がアルマイト層の中に残る。このようにアルマイト付きのフレームの
場合、アルマイト層の中に硫酸等の酸が残留することになり、残留酸成分が、ペリクルが
マスクに貼られた際にマスク上の成長性異物の原因になる可能性がある。
　また、黒色アルマイト処理には、一般的に黒色染料としてアゾ染料が使用される。アゾ
染料からは不純物としてアンモニアイオンが検出されることがある。このアンモニアイオ
ンも、成長性異物の代表である硫酸アンモニウムの原因になる可能性が高い。このように
黒色アルマイト処理がなされているペリクルフレームでは、イオンの分析をすると硫酸イ
オン、アンモニアイオンが検出されることになり、硫酸アンモニアの成長性異物を抑制し
ようという場合に問題になる。
【００１１】
　このようなイオンを減らす目的で、ペリクルフレームにアルマイト処理を施さず黒色樹
脂等でコートしたフレームを使用する場合もあるが、一般的に高価なことと、また樹脂層
が光劣化を起こす可能性等があり、黒色アルマイトフレームを用いつつイオンを抑制する
ことが求められている。
【００１２】
　また、このようなアルマイト層の残留イオンは、通常アルマイト層内に閉じ込められて
いるため、ペリクルフレームを超純水で洗浄することにより表面のイオンはかなり洗い流
すことができる。しかし、ペリクルを製造する工程でペリクルフレームに熱がかかり、ア
ルマイト層に割れが生じ、内部のイオンが表面に出てくることがある。
　このようにアルマイト層内のイオンが層の割れのために表面に出てくる場合、アルマイ
ト層を薄くすることにより、アルマイト層内に含まれるイオン量を減らすことができるた
め、表面に出てくるイオン量も抑制することができることを本発明者は見いだした。
　イオン量を減らすには、アルマイト層を薄くすればするほどよいが、一方でアルマイト
層が薄くなればなるほどフレーム表面の黒色度合いが落ち、フレームが黒色で無くなり、
灰色や茶色といった色になる。ペリクルはマスクに貼って使用される場合、フレームにセ
ンサー光が当たり、ペリクルの有無を検出することがあり、ペリクルフレームの色が黒色
からあまりに異なる場合、検出が不可能になる場合がある。そのため、アルマイト層はあ
る程度の厚みを持ち、ある程度の黒色度を保持する必要がある。
【００１３】
　本発明のペリクルに使用するペリクルフレームは、アルマイト層を表面に有するアルミ
ニウム製ペリクルフレームであり、かつ前記アルマイト層の厚さが、４～８μｍである。
　ペリクルフレームは、アルミニウム製である。なお、本発明において、「アルミニウム
製」とは、純粋なアルミニウム製だけでなく、アルミニウム合金製も含まれる。
　ペリクルフレームに使用されるアルミニウムとしては、特に制限はないが、純アルミニ
ウムや、ＪＩＳ　Ａ７０７５、ＪＩＳ　Ａ６０６１、ＪＩＳ　Ａ５０５２材等のアルミニ
ウム合金が例示できる。
　ペリクルフレームの大きさは、特に制限はなく、必要に応じ、適宜選択することができ
る。例えば、半導体リソグラフィー用ペリクル、大型液晶表示板製造リソグラフィー工程
用ペリクル等と同様の大きさが例示できる。
【００１４】
　本発明のペリクルに使用するペリクルフレームは、アルマイト層を表面に有する。
　前記アルマイト層は、黒色染料を含むアルマイト層（以下、単に「黒色アルマイト層」
ともいう。）であることが好ましい。
　黒色染料としては、特に制限はなく、公知のものを用いることができるが、有機染料を
含むことが好ましく、アゾ染料を含むことがより好ましい。
　使用できるアゾ染料として、ディープブラック（クラリアント社製商品名）が例示でき
る。
　前記アルマイト層の厚さは、４～８μｍである。上記範囲であると、酸及びアンモニウ
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ムイオンの放出が少なく、かつ、センサーによる検出性に優れる。なお、ペリクルから放
出される酸は、その多くがアルマイト層の形成時に使用された酸に由来し、また、ペリク
ルから放出されるアンモニウムイオンは、前述したように、その多くは黒色染料に由来す
る。
　また、前記アルマイト層の厚さが４～８μｍと薄いため、前記アルマイト層の色は、一
般的な黒色だけでなく、黒灰色や灰茶色であることも好ましい。
【００１５】
　ペリクルフレーム表面の黒色染料を含むアルマイト層の形成方法としては、特に制限は
なく、公知の方法を用いることができる。
　具体的には例えば、ＮａＯＨなどのアルカリ処理浴で数十秒処理した後、希硫酸水溶液
中で陽極酸化を行い、次いで黒色染料による染色、封孔処理することで、表面にアルマイ
ト層を形成する方法が挙げられる。
　陽極酸化は、酸濃度、電流密度、電解液温度、通電時間などを適宜調整することにより
所望のアルマイト層を形成すればよく、好ましくは、硫酸濃度１０～２０％、電流密度１
～２Ａ／ｄｍ2、電解液温度１５～３０℃、通電時間１０～３０分の範囲で行う方法が例
示できる。その際、合金の表面にはミクロな孔（直径５０～２００Å、ピッチ５００～１
，５００Å）が規則正しく多数形成される。その後、この孔を使って黒色化処理を行うこ
とができる。
　また、陽極酸化に使用される酸としては、前記硫酸以外に、例えば、硝酸や、有機酸（
シュウ酸、ギ酸、酢酸等）が挙げられる。
　黒色化処理は、黒色染料を溶解した液の中に浸漬することでこの孔に染料を吸着させ黒
色化する方法が例示できる。染色は、好ましくは、染料濃度を３～１０ｇ／ｌとして、５
０～６５℃の範囲に液温を調節して染色する方法が例示できる。
　続いて、この孔を塞ぐ封孔処理を施すことが好ましい。この処理には、封孔助剤６～１
２ｇ／ｌを加えた煮沸水を使用することが好ましい。この時、封孔によりアルマイト層表
面の微細な孔が埋められ、アルマイト層は緻密になる。封孔助剤としては、特に制限はな
く、酢酸ニッケル等の公知のものを用いることができる。
　本発明に用いることができるペリクルフレームの表面は、アルマイト層を設ける前に、
サンドブラストや化学研磨によって粗化してもよい。本発明において、ペリクルフレーム
表面の粗化の方法については、従来公知の方法を採用できる。アルミニウム材に対して、
ステンレス、カーボランダム、ガラスビーズ等によって表面をブラスト処理し、さらにＮ
ａＯＨ等によって化学研磨を行い、表面を粗化する方法が好ましい。
【００１６】
　本発明のペリクルは、前記ペリクルフレームに張設したペリクル膜を有する。
　ペリクル膜の材質としては、特に制限はなく、例えば、従来エキシマレーザー用に使用
されている、非晶質フッ素ポリマー等が好適に用いられる。
　非晶質フッ素ポリマーの例としては、サイトップ（旭硝子（株）製商品名）、テフロン
（登録商標）ＡＦ（デュポン社製商品名）等が挙げられる。これらのポリマーは、そのペ
リクル膜作製時に必要に応じて溶媒に溶解して使用してもよく、例えば、フッ素系溶媒な
どで適宜溶解し得る。
　前記ペリクルフレームへのペリクル膜を張設する方法としては、特に制限はなく、公知
の方法を用いることができる。
【００１７】
　ペリクル膜接着用接着剤としては従来から使用されているものを使用でき、例えば、ア
クリル樹脂接着剤、エポキシ樹脂接着剤、シリコーン樹脂接着剤、含フッ素シリコン接着
剤等のフッ素ポリマー等を挙げることができるが、中でもフッ素系ポリマーが好適である
。フッ素系ポリマーとしては、具体的にはフッ素系ポリマーＣＴ６９（旭硝子（株）製商
品名）が挙げられる。
【００１８】
　本発明のペリクルは、ペリクルフレームの端面に、マスクへペリクルを貼り付けるため
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の粘着剤を有していてもよい。
　粘着剤としては、両面粘着テープ、シリコーン樹脂粘着剤、アクリル系粘着剤等を挙げ
ることができる。
　本発明のペリクルは、通常の方法でペリクルフレームの上端面に貼着剤層を介してペリ
クル膜を張設し、通常、下端面に接着剤層を形成し、この接着剤層の下端面に離型層を剥
離可能に貼り付けて製造することができる。ここで、ペリクルフレーム上端面に形成され
る粘着剤層は、必要により溶媒で希釈してペリクルフレーム上端面に塗布し、加熱して乾
燥し硬化させることにより形成することができる。この場合、接着剤の塗布方法としては
、刷毛塗り、スプレー、自動ディスペンサーによる方法等が採用される。
【００１９】
　また、本発明のペリクルは、前記粘着層を保護するために設けられる保護用離型層を有
していてもよい。保護用離型層としては、例えば、セパレータが例示できる。
　保護用離型層については、特に材質を制限するものではない。例えば、ポリエチレンテ
レフタレート、ポリテトラフルオロエタン、フッ素樹脂、ポリエチレン、ポリカーボネー
ト、塩化ビニル、ポリプロピレン等が挙げられる。
【実施例】
【００２０】
　以下、実施例により、具体的に本発明を例示して説明する。
【００２１】
（実施例１）
　アルミニウム製で外寸が１４９ｍｍ×１２２ｍｍ×５．８ｍｍ、フレーム厚さ２ｍｍの
ペリクルフレームを製作した。このフレームの表面に厚みを８μｍの黒色アルマイト層を
形成させペリクルフレームを完成させた。
　黒色アルマイト層の形成には、黒色染料としてディープブラックＭＬＷ（クラリアント
社製商品名）を用い、硫酸を用いての陽極酸化を行った。
　サイトップＣＴＸ－Ｓ（旭硝子（株）製）をパーフルオロトリブチルアミンに溶解させ
た５％溶液をシリコンウエハ上に滴下し、スピンコート法により８３０ｒｐｍでウエハを
回転させウエハ上に広げた。その後室温で３０分間乾燥後、１８０℃で乾燥し均一な膜と
した。これに接着剤を塗布したアルミ枠を貼り付け、膜だけを剥離しペリクル膜とした。
　前記ペリクルフレームの片端面にマスク粘着剤（シリコーン樹脂Ｘ－４０－３１２２（
信越化学工業（株）製）を塗布し、もう一方の片端面に膜接着剤（ＣＴ－６９（旭硝子（
株）製）を塗布した。その後、膜接着剤側をアルミ枠に取ったペリクル膜に貼り付け、フ
レームの外周の膜を切断しペリクルを完成させた。この時フレームの色は黒色であった。
ペリクル検出センサーでは検出に問題がなかった。前記ペリクル検出センサーは、キーエ
ンス社製ファイバーセンサーを使用した。
　完成したペリクルを、ポリプロピレン製の袋に入れ、純水を１００ｍＬ注ぎペリクルが
完全に浸漬するようにした。袋を熱シールし、その後８０℃で１時間加熱した。抽出水を
イオンクロマトグラムＤＩＯＮＥＸ－５００（ダイオネックス社製）で分析したところ、
硫酸イオンを０．０５ｐｐｍ、アンモニアイオンを０．０５ｐｐｍ検出した。
【００２２】
（実施例２）
　アルミニウム製で外寸が１４９ｍｍ×１２２ｍｍ×５．８ｍｍ、フレーム厚さ２ｍｍの
ペリクルフレームを製作した。このフレームの表面に厚みを６μｍの黒色アルマイト層を
形成させペリクルフレームを完成させた。
　アルマイト層の形成は、厚みを６μｍとした以外は、実施例１と同様に行った。
　サイトップＣＴＸ－Ｓ（旭硝子（株）製）をパーフルオロトリブチルアミンに溶解させ
た５％溶液をシリコンウエハ上に滴下し、スピンコート法により８３０ｒｐｍでウエハを
回転させウエハ上に広げた。その後室温で３０分間乾燥後、１８０℃で乾燥し均一な膜と
した。これに接着剤を塗布したアルミ枠を貼り付け、膜だけを剥離しペリクル膜とした。
　実施例１と同様にして、ペリクルフレームの片端面にマスク粘着剤を塗布し、もう一方
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の片端面に膜接着剤を塗布した。その後、膜接着剤側をアルミ枠に取ったペリクル膜に貼
り付け、フレームの外周の膜を切断しペリクルを完成させた。この時フレームの色は黒灰
色であった。また、実施例１と同様にペリクル検出センサーで作製したペリクルの検出を
行ったところ、検出に問題はなかった。
　完成したペリクルを、ポリプロピレン製の袋に入れ、純水を１００ｍＬ注ぎペリクルが
完全に浸漬するようにした。袋を熱シールし、その後８０℃で１時間加熱した。実施例１
と同様に、抽出水を実施例１で使用したイオンクロマトグラムで分析したところ、硫酸イ
オンを０．０３ｐｐｍ、アンモニアイオンを０．０３ｐｐｍ検出した。
【００２３】
（実施例３）
　アルミニウム製で外寸が１４９ｍｍ×１２２ｍｍ×５．８ｍｍ、フレーム厚さ２ｍｍの
フレームを製作した。このフレームの表面に厚みを４μｍの黒色アルマイト層を形成させ
ペリクルフレームを完成させた。
　アルマイト層の形成は、厚みを４μｍとした以外は、実施例１と同様に行った。
　サイトップＣＴＸ－Ｓ（旭硝子（株）製）をパーフルオロトリブチルアミンに溶解させ
た５％溶液をシリコンウエハ上に滴下し、スピンコート法により８３０ｒｐｍでウエハを
回転させウエハ上に広げた。その後室温で３０分間乾燥後、１８０℃で乾燥し均一な膜と
した。これに接着剤を塗布したアルミ枠を貼り付け、膜だけを剥離しペリクル膜とした。
　実施例１と同様に、ペリクルフレームの片端面にマスク粘着剤を塗布し、もう一方の片
端面に膜接着剤を塗布した。その後、膜接着剤側をアルミ枠に取ったペリクル膜に貼り付
け、フレームの外周の膜を切断しペリクルを完成させた。この時フレームの色は灰茶色で
あったが、実施例１と同様にペリクル検出センサーで作製したペリクルの検出を行ったと
ころ、検出に問題はなかった。
　完成したペリクルを、ポリプロピレン製の袋に入れ、純水を１００ｍＬ注ぎペリクルが
完全に浸漬するようにした。袋を熱シールし、その後８０℃で１時間加熱した。実施例１
と同様に、抽出水を実施例１で使用したイオンクロマトグラムで分析したところ、硫酸イ
オンを０．０２ｐｐｍ、アンモニアイオンを０．０２ｐｐｍ検出した。
【００２４】
（比較例１）
　アルミニウム製で外寸が１４９ｍｍ×１２２ｍｍ×５．８ｍｍ、フレーム厚さ２ｍｍの
フレームを製作した。このフレームの表面に厚みを１０μｍの黒色アルマイト層を形成さ
せペリクルフレームを完成させた。
　アルマイト層の形成は、厚みを１０μｍとした以外は、実施例１と同様に行った。
　サイトップＣＴＸ－Ｓ（旭硝子（株）製）をパーフルオロトリブチルアミンに溶解させ
た５％溶液をシリコンウエハ上に滴下し、スピンコート法により８３０ｒｐｍでウエハを
回転させウエハ上に広げた。その後室温で３０分間乾燥後、１８０℃で乾燥し均一な膜と
した。これに接着剤を塗布したアルミ枠を貼り付け、膜だけを剥離しペリクル膜とした。
　実施例１と同様に、ペリクルフレームの片端面にマスク粘着剤を塗布し、もう一方の片
端面に膜接着剤を塗布した。その後、膜接着剤側をアルミ枠に取ったペリクル膜に貼り付
け、フレームの外周の膜を切断しペリクルを完成させた。この時フレームの色は黒色であ
った。また、実施例１と同様にペリクル検出センサーで作製したペリクルの検出を行った
ところ、検出に問題はなかった。
　完成したペリクルを、ポリプロピレン製の袋に入れ、純水を１００ｍＬ注ぎペリクルが
完全に浸漬するようにした。袋を熱シールし、その後８０℃で１時間加熱した。実施例１
と同様に、抽出水を実施例１で使用したイオンクロマトグラムで分析したところ、硫酸イ
オンを０．１５ｐｐｍ、アンモニアイオンを０．１５ｐｐｍ検出した。
【００２５】
（比較例２）
　アルミニウム製で外寸が１４９ｍｍ×１２２ｍｍ×５．８ｍｍ、フレーム厚さ２ｍｍの
フレームを製作した。このフレームの表面に厚みを２μｍの黒色アルマイト層を形成させ
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ペリクルフレームを完成させた。
　アルマイト層の形成は、厚みを２μｍとした以外は、実施例１と同様に行った。
　サイトップＣＴＸ－Ｓ（旭硝子（株）製）をパーフルオロトリブチルアミンに溶解させ
た５％溶液をシリコンウエハ上に滴下し、スピンコート法により８３０ｒｐｍでウエハを
回転させウエハ上に広げた。その後室温で３０分間乾燥後、１８０℃で乾燥し均一な膜と
した。これに接着剤を塗布したアルミ枠を貼り付け、膜だけを剥離しペリクル膜とした。
　実施例１と同様に、ペリクルフレームの片端面にマスク粘着剤を塗布し、もう一方の片
端面に膜接着剤を塗布した。その後、膜接着剤側をアルミ枠に取ったペリクル膜に貼り付
け、フレームの外周の膜を切断しペリクルを完成させた。この時フレームの色は茶色であ
った。また、実施例１と同様にペリクル検出センサーで作製したペリクルの検出を行った
ところ、ペリクルを検出できなかった。
　完成したペリクルを、ポリプロピレン製の袋に入れ、純水を１００ｍＬ注ぎペリクルが
完全に浸漬するようにした。袋を熱シールし、その後８０℃で１時間加熱した。実施例１
と同様に、抽出水を実施例１で使用したイオンクロマトグラムで分析したところ、硫酸イ
オンを０．０１ｐｐｍ、アンモニアイオンを０．０１ｐｐｍ検出した。
【００２６】
【表１】
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